
宮崎県豚熱対策本部会議 

 

日時：令和７年４月１１日 

   午後５時から 

場所：県庁講堂 

 

 

 

１ 協議事項 

 

野生イノシシにおける豚熱への感染疑い事例について 

 

 

 

２ 本部長指示事項 
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野
生
イ
ノ
シ
シ
に
お
け
る
豚
熱
へ
の
感
染
疑
い
事
例
に
つ
い
て

令
和
７
年
４
月
１
１
日

畜
産
局
家
畜
防
疫
対
策
課

１
事
例
の
概
要

（
１
）
個
体
の
発
見
場
所

４
月
９
日
、
都
城
市

※
住
民
が
用
水
路
で
死
亡
し
て
い
る
個
体
を
発
見
し
、

市
役
所
を
通
じ
都
城
家
畜
保
健
衛
生
所
へ
通
報

（
２
）
県
（
家
畜
保
健
衛
生
所
）
に
よ
る
検
査

４
月
１
０
日
、
宮
崎
家
畜
保
健
衛
生
所
で
豚
熱
ウ
イ
ル
ス
の

P
C
R
検
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
『
陽
性
』
の
判
定

（
３
）
確
定
検
査

４
月
１
１
日
、
国
（
動
物
衛
生
研
究
部
門
）
に
よ
る
確
定
検
査
を
行
う

た
め
、
検
体
を
航
空
便
で
東
京
都
小
平
市
へ
搬
送

（
羽
田
空
港
か
ら
東
京
事
務
所
が
対
応
）

→
最
終
的
な
検
査
結
果
は
４
月
１
１
日
の
午
後
１
０
時
に
判
明
す
る
見
込
み

（
４
）
発
見
場
所
の
周
辺
１
０
k
m
内
の
養
豚
農
場
（
戸
数
・
頭
数
）

９
７

戸
約
１
７
４
，
０
０
０

頭
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本
県

の
対

応
農

林
水

産
省

の
対

応

4
/1
1
(金
)

1
6
:0
0
～

1
7
:0
0

2
2
:0
0
以
降

4
/1
2
(土
)

1
1
:0
0

～
1
2
:0
0

★
養
豚
農
場
で
の
ウ
イ
ル
ス
侵
入
防
止
対
策
の

再
徹
底

●
野
生
動
物
の
侵
入
防
止
対
策
の
点
検

（
防
護
柵
、
防
鳥
ネ
ッ
ト
）

●
農
場
に
入
場
す
る
車
両
、
物
、
人
の
消
毒

●
異
状
が
あ
っ
た
場
合
の
早
期
通
報

・
防
疫
対
策
強
化
通
知
文
の
発
出

・
家
畜
防
疫
情
報
メ
ー
ル
の
発
信

・
周
辺
農
場
(9
7
戸
)へ

の
電
話
口
頭
指
導

宮
崎
県
豚
熱
対
策
本
部
会
議

検
査
結
果
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
（
国
及
び
県
）

養
豚
事
業
者
等
を
参
集
し
た
緊
急
防
疫
会
議

（
検
査
結
果
に
関
わ
ら
ず
開
催
）

4
/1
1
(金
)

2
2
:0
0
以
降

(日
時
未
定
)

4
/1
2
(土
)

1
4
:0
0

～
1
7
:0
0

検
査
結
果
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

（
検
査
結
果
が
陽
性
の
場
合
）

本
県
を
経
口
ワ
ク
チ
ン
散
布
推
奨
地
域
へ
指
定

専
門
家
に
よ
る
現
地
調
査
（
個
体
発
見
地
点
）
及
び

関
係
者
（
県
、
市
、
県
猟
友
会
）
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

２
県
の
対
応

①
（
農
政
水
産
部
）

野
生
イ
ノ
シ
シ
に
お
け
る
豚
熱
へ
の
感
染
疑
い
事
例
に
つ
い
て
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３
陽
性
確
定
の
場
合
の
県
の
対
応

②
（
野
生
イ
ノ
シ
シ
対
策
の
強
化
：
全
庁
的
な
対
応
）

［
発
見
地
点
か
ら
半
径
１
０
k
m
の
区
域
－
『
感
染
確
認
区
域
』
］

（
１
）
捕
獲
の
強
化
（
自
然
環
境
課
）

ア
ハ
ン
タ
ー
マ
ッ
プ
へ
の
感
染
確
認
区
域
の
落
と
し
込
み

→
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載

イ
支
庁
・
振
興
局
、
市
町
村
、
県
猟
友
会
へ
情
報
提
供

ウ
県
全
体
で
の
捕
獲
目
標
頭
数
（
３
０
→
６
０
頭
/月

）
の
設
定
と
、
捕
獲
に
係
る
県
猟
友
会
へ
の
協
力
依
頼

（
２
）
豚
熱
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
強
化
（
家
畜
防
疫
対
策
課
）

少
な
く
と
も
２
８
日
間
、
（
１
）
に
よ
り
捕
獲
さ
れ
た
個
体
及
び
死
亡
個
体
に
つ
い
て
P
C
R
検
査
を
実
施

（
３
）
捕
獲
イ
ノ
シ
シ
の
ジ
ビ
エ
利
用
の
制
限
（
衛
生
管
理
課
）

感
染
確
認
区
域
で
捕
獲
さ
れ
た
野
生
イ
ノ
シ
シ
は
、
検
査
で
陰
性
確
認
さ
れ
た
個
体
の
み
処
理
・
出
荷
が
可
能

ア
県
内
す
べ
て
の
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
へ
情
報
提
供

イ
感
染
確
認
区
域
か
ら
野
生
イ
ノ
シ
シ
の
搬
入
が
あ
る
施
設
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
た
指
導

野
生
イ
ノ
シ
シ
に
お
け
る
豚
熱
へ
の
感
染
疑
い
事
例
に
つ
い
て
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３
陽
性
確
定
の
場
合
の
県
の
対
応

②
（
野
生
イ
ノ
シ
シ
対
策
の
強
化
：
全
庁
的
な
対
応
）

［
発
見
地
点
か
ら
半
径
１
０
k
m
の
区
域
－
『
感
染
確
認
区
域
』
］

（
４
）
豚
熱
経
口
ワ
ク
チ
ン
（
国
が
８
０
万
個
を
備
蓄
）
の
緊
急
散
布

［
農
業
普
及
技
術
課

］

ア
支
庁
・
振
興
局
、
市
町
村
へ
情
報
提
供

イ
散
布
す
る
区
域
、
期
間
、
個
数
等
の
検
討

ウ
ワ
ク
チ
ン
散
布
実
施
計
画
の
策
定
、
国
と
の
協
議

エ
県
豚
熱
経
口
ワ
ク
チ
ン
対
策
協
議
会
事
務
局
（
県
畜
産
協
会
）
と
の
調
整

オ
ワ
ク
チ
ン
の
受
入

［
ワ
ク
チ
ン
散
布
区
域
を
管
轄
す
る
支
庁
・
振
興
局

］

ア
散
布
箇
所
の
検
討
、
必
要
資
材
の
確
認

イ
防
疫
対
策
拠
点
の
設
置
、
ワ
ク
チ
ン
散
布
班
（
各
地
域
で
事
前
に
検
討
済
み
）
の
編
成

ウ
散
布
地
点
の
地
権
者
と
の
調
整

エ
１
回
目
の
緊
急
散
布
（
２
日
間
程
度
）
、
散
布
５
日
後
に
残
渣
の
回
収

オ
１
回
目
の
１
か
月
後
に
２
回
目
の
緊
急
散
布
（
２
日
間
程
度
）
、
散
布
５
日
後
に
残
渣
の
回
収

→
緊
急
散
布
以
降
は
、
定
期
散
布
（
４
～
６
月
、
１
１
～
３
月
）
へ
移
行

経
口
ワ
ク
チ
ン
（
農
水
省
資
料
参
照
）

野
生
イ
ノ
シ
シ
に
お
け
る
豚
熱
へ
の
感
染
疑
い
事
例
に
つ
い
て

－4－


	（最終版）20250411_対策本部会議用.pdfから挿入したしおり
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

	（最終版）20250411_対策本部会議用.pdfから挿入したしおり
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4


